
  
 
 
 

～法人の設立・維持・解散に関する基本事項を整理しよう～ 
 

事業の発展、信用力増大、経営者・従業員の福利厚生制度を充実させたい…このような様々

な思いから「法人化」について考えている方、また、事業を維持するための一つの手段として

「法人解散」等をお考えの方もいるかもしれません。     

            そこで、「法人」の設立から解散までにおける確認しておかなく 

           てはならない基本的な事項について、わかりやすくお伝えします。 

            ☆本セミナーをオススメの方 
 

 

  

 

  講 師   

 松浦司法書士事務所 

  代表・司法書士 松浦 正徳 氏                
 

 

 

 
                                     
                 

                 日 時  平成 28年 2月 10日（水） 

                    18：30 ～ 20：30  
 

                  場 所  下関商工会館 3階 研修室 

                 （下関市南部町 21-19） 
 

 <お問合せ先>   下関商工会議所 下関中小企業相談所（担当：野﨑、中尾） 

TEL 083-222-3333  /  FAX 083-222-4094 

法人の設立・維持・解散のしくみ 申込票（FAX 083-222-4094） 

事 業 所 名  

郵 便 番 号 〒 業 種 
製造業・建設業・卸売業・小売業（飲食業を含む）・

サービス業・その他（            ） 

事業所所在地  

（フリガナ）   

受 講 者 氏 名   

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

＜個人情報の取り扱いについて＞ ご提供いただきました個人情報は、当セミナーの参加確認・別セミナーの開催案内に利用致します。 

 
＜主なカリキュラム＞ 

★ 法人設立の目的 

★ 法人設立の流れ・手続き・注意点 

★ 株式会社と合同会社及び各種法人 

  の比較 

★ 法人設立後の事務処理 

★ 法人を解散するときの注意点 etc… 

法人の設立・維持・解散のしくみ 

 
 

受講料無料   よくわかる地方税・社会保障・法人化の仕組みと実務 『完結編』 

個人事業主・創業者のための 

【プロフィール】 

 下関西高等学校卒業後、明治大学に進学。同大学卒業後、

平成 18 年司法書士試験に合格（山口県司法書士会会員第 594

号）。平成 19 年簡易裁判所における民事裁判の代理権を有す

る認定司法書士として簡裁訴訟代理権を取得（簡裁訴訟代理

認定第 629057号）。 

 現在、下関商工会議所青年部に所属するとともに山口県司

法書士会理事などの公職も兼任している。 

●法人の設立の大まかな流れ・手続き・メリットを知りたい 

●法人を設立するといくら費用がかかるのかを知りたい 

●法人解散の注意点を知りたい など 

 


